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フジデンは１本の電線の先に豊かに広がる未来と

新しい社会と暮らしを創り続けます

フジデンはメーカーとユーザーの間をつなぐ電線専門商社として
物流と情報提供を行っています
また万全の配送・即納体制を整え、全国をネットする情報網で
お客様のあらゆるご要望にお応えします

TEL 047(390)0501

TEL 047(390)0504

TEL 047(390)0507

TEL 048(772)9100

TEL 045(274)3491

TEL 022(390)9171

TEL 052(805)4111

TEL 06(4804)1501

TEL 082(232)8381

TEL 092(611)5764

TEL 011(370)3201

ホームページ TEL 017(732)1003

https://www.fden.co.jp TEL 0764(39)3801

TEL 087(804)7310

本 社 千葉県浦安市入船１－５－２

首都圏営業部 千葉県浦安市入船１－５－２

株式会社フジデン
直 需 通 信 営 業 部 千葉県浦安市入船１－５－２

首都圏営業部北支店 埼玉県上尾市上尾下９９８－３

首都圏営業部南支店 神奈川県横浜市新横浜２－２－３

東 北 支 店 宮城県仙台市若林区六丁の目西町８－６

中 部 支 店 愛知県名古屋市天白区中平３－８０５

関 西 支 店 大阪府大阪市福島区大開２－３－１

中 四 国 支 店 広島県広島市中区舟入幸町２５－１５

九 州 支 店 福岡県福岡市東区二又瀬１３－９

四 国 営 業 所 香川県高松市天神前１０－１２

北海道営業所 北海道北広島市大曲２３５－２北流センター内

青 森 営 業 所 青森県青森市安方２－１７－１９

北 陸 営 業 所 富山県富山市桜橋通り６－１１
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妥協のないディティールが建築美との調和を生み出すベースライトの
新ラインアップ。「均一発光」「角へのこだわり」「光のつながり」により、
クオリティの高い光のプロダクトを実現しました。

本　　社　〒541-0051 大阪市中央区備後町 3 丁目 3-7
東京支社　〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 3-12 �����������������������������
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〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

〒160-0023　東京都新宿区西新宿4-3-12

本　社

東京営業所

TEL.03-3374-0081（代）  FAX.03-3376-8801

TEL.03-3374-7811（代）  FAX.03-3374-7812

情報通信システムのベストパートナー

http://www.sun-ele.co.jp

詳しくは サン電子 情報分電盤 検 索

情報分電盤 COM-Hシリーズ

情報分電盤は、新しい家の

スタンダードです。

コムスペース

電 話電 話テレビテレビ

TV
4K・8K

インターネットインターネット

PC

NEW!!

安心の日本製

信頼と実績の「スガナミ」 
 
 

  
〒174-0054  東京都板橋区宮本町４５番４号 
TEL 03(3960)2226（代） FAX 03(3960)2229 
URL：https：//www.suganami-densen.jp 

日本工業規格認証取得工場 

 菅 波 電 線 株 式 会 社 

６００Ｖビニル絶縁電線・ＩＶ・ＯＷ・ＤＶ・ＧＶ・ＶＶ-Ｆ・ＶＶ-Ｒ 
ＥＭ-ＥＥＦ・ＣＶ・避雷線・丸型トロリー線・各種裸銅（より）線 etc 

ＪＥ０３０８００５ ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ＪＩＳ Ｃ ３３０７ ＩＶ 
ＪＥ０３０８００６ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ＪＩＳ Ｃ ３３４０ ＯＷ 
ＪＥ０３０８００６ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ＪＩＳ Ｃ ３３４１ ＤＶ２Ｒ，ＤＶ３Ｒ 
ＪＥ０３０８００７ ６００Ｖビニル絶縁電線 
           ビニルシースケーブル（ＶＶ） ＪＩＳ Ｃ ３３４２ ＶＶＲ，ＶＶＦ 
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　「八幡平の神秘　ドラゴンアイ」
写真提供：鈴木敏雄 氏（中央支部・スズデン株式会社）

撮り手の一言

●組合員
　株式会社タカノスマイル（東支部）の代表取締役社長に德永義正氏が就任されました。
　前社長の山本哲也氏は取締役副会長に就任されました。（令和７年４月１日）

　小島電機工業株式会社（東支部）が下記に移転されました。（令和７年５月７日より）
　　〒105-0021　東京都港区東新橋二丁目3番17号　MOMENTO SHIODOME 10F
　　電話番号・FAX番号の変更はありません。

●協賛会員
　DXアンテナ株式会社の代表取締役社長に石見浩一氏が就任されました。
　前社長の長代輝彦氏は代表取締役副会長に就任されました。（令和７年４月１日）

告　　　知　　　板

　前々から　八幡平に　行きたいと　思い
　５月に　行ったところ
　神秘的な風景に　出会い　圧倒されました

東電材及び関係団体の会議、行事予定

（関係各位におかれましては催事日程が重ならぬよう、ご協力のほどお願い申し上げます。）

７月15日（火）
・�執行部会、第530回理事会

６月20日（金）
・東支部会

５月29日（木）
・�東支部会

６月11日（水）
・�西支部会

５月13日（火）
・�第62回通常総会

５月23日（金）
・�東青会通常総会

〔５月27日（火）
・�全日電材連第43回通常総会〕
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� 理事会報告

第529回　理　事　会

１．出席者（敬称略）
理�事＝小島寿之理事長（東）、神山欣也副

理事長（中央）、横森英俊副理事長（西）、
川上康孝副理事長（南）、小泉定之専務
理事（北）、三浦拓也、新田新治郎（以
上中央）、中澤一浩、伊東 稔、加藤善弘、
松村秀一、舟橋典明、笠井和利（以上東）、
小林一俊（西）、鉢嶺清弘、原田浩一郎、
西山 潔（以上南）、山下聡一郎、今村 徹、
田島 彰（以上北）

� 以上20名
監�事の出席＝穂坂昌明（中央）、鈴木良昇
（東）

� 以上２名
事務局＝山平正純事務局長

招集日　令和７年３月19日（水）招集日　令和７年３月19日（水）
日　時　令和７年４月10日（木）午後３時30分より日　時　令和７年４月10日（木）午後３時30分より
場　所　築地「電気工事会館」７階大講習会場場　所　築地「電気工事会館」７階大講習会場

　事務局による出欠状況の報告と開会宣言
の後、小島理事長が「皆様今日は。本日は
お忙しい中、今年度最初の理事会に参加い
ただき有難うございます。また日頃は組合
の運営に関しまして、ご支援・ご協力いた
だきまして重ねて感謝申し上げます。通常
総会に関する議題が中心になりますが、お
陰様で昨年度は賦課金をアップして２年目
で初めて黒字決算となりました。収支も何
とか軌道に乗ってきたのかなと思っており
ます。後ほど、詳しく説明させていただき
ますので、活発なご意見をいただきますよ

２．欠席者（敬称略）
　�鈴木敏雄、嶋田 博（以上中央）、
　皆川一志（南）
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理事会報告
う宜しくお願い申し上げます。」と冒頭の
挨拶を述べた。
　早速、審議に入り定款第50条の規定によ
り小島理事長が議長を務め、以下の通り議
事が進められた。

第１号議案　業務報告
　小島議長は、同議案の報告を小泉専務理
事に求め、同専務理事より令和７年１月21
日から同４月７日までの業務内容（詳細別
掲）の報告が行われ、了承された。

第２号議案　支部会報告　
　小島議長は、同議案の報告を担当の川上
副理事長に求め、同副理事長の進行で、以
下の通り各支部から報告（要旨）が行われ、
了承された。

中�央支部：三浦支部長＝中央支部は２月19
日に定例の支部会を開催した。一部会員
の担当変更があり、それぞれご挨拶いた
だいた。次回は、４月23日に支部総会を
兼ねて実施する予定。
東�支部：中澤支部長＝２月に研修会を兼ね

た支部会を予定していたが、都合が合わ
ず中止となった。次回は支部総会を兼ね
て５月29日に開催する予定にしている。
西�支部：横森支部長＝３月12日に立川の
「ホテルエミシア」において定例の支部
会を、アイホン株式会社様のご協力によ
り出前研修会を兼ねて開催した。総勢22
名が参加した。次回は６月11日に支部総
会を兼ねて実施する予定。
南�支部：鉢嶺支部長＝南支部は２月27日に

定例の支部会を実施し、予定通り昨年度
は６回の支部会を開催することができ

た。次回は４月15日に総会を兼ねて支部
会を開催する予定。なお、ボウリング大
会では久しぶりに支部優勝を勝ち取るこ
とができ、この運を今年度も継続してい
きたいと思っている。
北�支部：山下副支部長＝北支部は、忘年会

以降支部会を開催することが出来なかっ
た。次回は４月24日に総会を兼ねて開催
する予定。

第３号議案　委員会報告　
　小島議長は、神山副理事長に業務委員会、
市場活性委員会、小泉専務理事に経営委員
会、横森副理事長に広報委員会の報告を求
めた。各委員会より次の報告（要旨）が行
われ、了承された。

業�務委員会：西山委員長＝３月７日に委員
会と第28回支部対抗ボウリング大会を開
催した。今回は、早い段階から120名の
定員が一杯になり、最終的には118名が
プレーした。支部対抗戦は南支部が優勝
したが、２位の中央支部とは１点差、更
に中央支部と３位西支部との差は２点と
稀にみる激戦となり、大いに盛り上がっ
た。参加いただいた方には楽しんでいた
だけたと思う。
市�場活性委員会：松村副委員長＝２月15日

に委員会を開催し、今年度実施予定の
「製・販市況懇談会」について検討した。
また、委員会終了後には営業・技術研修
会を開催し、（一社）日本照明工業会の
森川企画部長様と、パナソニック㈱ EW
社の佐藤主務様の両名に“蛍光ランプの
生産終了とLED化推進”をテーマに講義
いただき、リモート含め65名の参加が
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� 理事会報告
あった。
経�営委員会：舟橋委員長＝諸般の事情で施

設見学会が中止になったため、３月19日
に３回目の委員会を開催し、今年度の活
動の振り返りと来年度の活動計画を検討
した。
広�報委員会：笠井副委員長＝２月21日に「銀

座 麒麟」にて委員会と広告協賛メーカー
様懇談会を開催した。懇談会は協賛メー
カー様24社、当組合側11名が参加し、和
気藹々とした中で実りある会となった。

第４号議案　青年部会報告
　小島議長は、同議案の報告を小泉担当専
務理事に求め、同専務理事より以下の通り
報告が行われ、了承された。

小�泉担当専務理事＝東青会は、２月26日に
ネグロス電工㈱の協力を得て、同社東京
中央営業所にてショールーム見学会を兼
ねた研修会を開催した。今回は昨年に続
いて東京都電気工事工業組合・青年部様
17名と東青会７名、ネグロス電工様も20
名強が参加し、大人数での合同開催と
なった。終了後、豊洲で懇親会も行い、
大いに盛り上がった。

第５号議案　会計報告
　小島議長は、本議案の説明を事務局に求
め、山平事務局長より令和６年度の収支実
績と令和７年度の予算案の説明があり、令
和６年度、７年度とも黒字になる見込みが
報告され、承認された。

第６号議案　第62回通常総会の件　
　小島議長の求めに従い、事務局より総会

提出予定の議案と総会及び懇親会の開催要
項、及び総会議案書の内容等の説明が行わ
れ、了承された。

【第62回通常総会開催要項】
　日時：�令和７年５月13日（火）午後４時

より
　場所：明治記念館

　第一部　通常総会
　　　　　午後４時～５時（予定）
　　　　　於：『若竹の間』　
　第二部　懇親会　午後５時15分より
　　　　　於：『蓬莱の間』

第７号議案　その他
⑴組合員・協賛会員の動静について
　�　令和６年度末の組合員・協賛会員の動

静について、事務局より説明があった。
（詳細P13）
⑵�組合員・協賛会員新規加入申込みについ
て

　�　組合員：ミューテクノ株式会社様、協
賛会員：アクア株式会社様から加入申込
みがあり、審議の結果、両社とも今年度
から加入いただくことが承認された。
⑶�５月27日全日電材連通常総会・評議員名
簿について
⑷今後のスケジュールについて
　�　今後の業界及び東電材の行事日程につ

いて確認・検討した。

　以上午後４時45分にすべての議案審議、
報告事項を終了し、第529回理事会を閉会
した。



（10）

理事会報告

業　務　報　告

開催月日

令和７年
１月21日（火）

同　日

１月22日（水）

１月23日（木）

１月24日（金）

１月29日（水）

１月30日（木）

２月４日（火）

２月12日（水）

２月18日（火）

２月19日（水）

会 議・行 事 開 催 事 項

新橋 ｢第一ホテル東京｣ コスモスの間において執行部会議を開催。
執行部役員５名、山平事務局長が出席した。

同ホテル・フローラの間において、第528回理事会を開催。
業務報告、支部会報告、委員会報告、青年部会報告、会計報告、新年賀詞交歓会の件、
第62回通常総会開催の件、その他、８議案を審議、承認された。
出席理事17名　欠席理事６名　出席監事２名

引き続き同所において新年賀詞交歓会を開催した。
　出席組合員 68社140名（正68名、準43名、枠外29名）
　協 賛 会 員 49社133名　　来賓 24名　　報道 ５名　　合計 302名
第一部　記念講演会　演題　『どこへ行くニッポン ～液状化する国際情勢～』
　　　　　　　　　　講師　�小西克哉 氏　	  

国際教養大学大学院客員教授・国際ジャーナリスト
第二部　賀詞交歓会式典
第三部　懇親会

一般社団法人東京都電設協会の新年賀詞交歓会が、新宿「京王プラザホテル」におい
て開催され、小泉専務理事、山平事務局長が出席した。

全日電材連・執行部会が築地「電気工事会館」で開催され、同会会長の小島理事長と
専務理事の神山副理事長が出席した。
引続き開催された理事会には上記２名に加え、常任理事の横森副理事長、理事の川上
副理事長、監事の三浦理事が出席した。

公益社団法人全関東電気工事協会の新年賀詞交歓会が新橋「第一ホテル東京」で開催
され、同会理事の小島理事長と山平事務局長が出席した。

令和６年度第３四半期会計監査を築地「電気工事会館」組合事務所において実施。
監査人：顧問会計士 林義孝先生、穂坂監事(中央支部)

東京都電気工事工業組合・青年部の賀詞交歓会が築地「電気工事会館」において開催
され、東青会・横森会長はじめ会員４名が出席した。

東京都電気工事工業組合の創立60周年記念式典並びに新年賀詞交歓会が飯田橋「ホテ
ルメトロポリタンエドモント」において開催され、小島理事長はじめ執行部役員５名、
青年部会より横森会長はじめ２名、山平事務局長が出席した。小島理事長は組合を代
表して祝辞を述べた。

全日電材連・広報委員会が築地「電気工事会館」において開催され、鈴木広報委員長
が出席した。

市場活性委員会は本年度３回目の委員会を築地「電気工事会館」にて開催。皆川委員
長はじめ５委員、山平事務局長が出席した。

引続き同会館において“営業・技術研修会”を開催。会場での受講に加え、Zoomによる
リモート配信も行うハイブリッド研修会とした。
　講　師：・一般社団法人 日本照明工業会　企画部長　森川 直紀氏
　　　　　・パナソニック㈱エレクトリックワークス社　ライティング事業部
　　　　　　　　　マーケティングセンター　主務　佐藤 圭太郎氏
　テーマ：「蛍光ランプの生産終了とLED化推進」
　　　　　会場16名、オンライン49名　合計65名が受講。

全日電材連・経営委員会が築地「電気工事会館」において開催され、舟橋経営委員長
が出席した。
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� 理事会報告

業　務　報　告

開催月日

同　日

２月20日 （木）

２月21日（金）

２月26日（水）

同　日

２月27日（木）

３月７日（金）

同　日

３月12日（水）

３月13日（木）

３月19日（水）

３月21日（金）

３月25日（火）

４月７日（月）

会 議・行 事 開 催 事 項

中央支部会は新宿区「エスカイヤクラブ新宿文化ビル店」において定例の支部会を開
催した。組合員15名、川上副理事長、山平事務局長が出席した。

全日電材連・市場活性委員会が築地「電気工事会館」において開催され、皆川市場活
性委員長が出席した。

広報委員会は中央区銀座「銀座 麒麟」において本年度３回目の委員会を開催。鈴木委
員長はじめ５委員、横森担当副理事長、山平事務局長が出席した。

引続き同会場において、“電材マンスリー広告協賛メーカー様懇談会”を開催した。
広告協賛メーカー様24社、組合関係者11名、合計35名が出席。

全日電材連・総務委員会が築地「電気工事会館」において開催され、西山業務委員長
が出席した。

青年部会「東青会」は東京都電気工事工業組合：青年部会様と合同研修会をネグロス
電工㈱東京中央営業所にて開催。ショールームの見学、グループディスカッションが
行われた。横森会長はじめ会員７名、小泉青年部会担当専務理事、山平事務局長が出
席した。

南支部会は世田谷区太子堂「オークラレストランスカイキャロット」において、定例
の支部会を開催。組合員18名、山平事務局長が出席した。

業務委員会は東京ドームホテル内「リラッサ」にて委員会を開催。西山委員長はじめ
７委員、神山担当副理事長、事務局２名が出席した。

引続き、同委員会主催の“第28回支部対抗ボウリング大会”を「東京ドームボウリング
センター」で開催した。支部対抗戦では南支部が、個人戦では鉢嶺早美氏（㈱中央電材）
が優勝した。
参加数　組合員23社118名、懇親会には運営関係者含め総勢128名

西支部は立川市「ホテルエミシア東京立川」において定例の支部会及びアイホン㈱に
よる勉強会を開催した。出席者：組合員19名、アイホン㈱２名、山平事務局長、総勢
22名。

全日電材連・執行部会が築地「電気工事会館」で開催され、同会会長の小島理事長と
専務理事の神山副理事長が出席した。
引き続き開催された常任理事会には上記２名に加え、常任理事の横森副理事長が出席
した。

経営委員会は築地「電気工事会館」において委員会を開催。
舟橋委員長はじめ４委員、小泉専務理事、山平事務局長が出席。

東京都電気工事工業組合様主催‘販・工懇親会’が新宿区「水たき 玄海」において開かれ、
東京都電気工事工業組合様から10名、東電材から執行部役員５名、山平事務局長が出
席した。

（公社）全関東電気工事協会は築地「電気工事会館」において、定例理事会を開催。同
会理事の小島理事長が出席した。

令和６年度会計監査を築地「電気工事会館」において行った。
監事団　穂坂監事、鈴木監事
組合側　小島理事長、小泉専務理事、西山業務委員長
顧問会計士 林義孝先生、事務局２名が出席した。

以　上　
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執行部会報告執行部会報告

執　行　部　会

日 時：令和７年４月10日（水）午後２時より

場 所：築地「電気工事会館」６階会議室

出席：�小島寿之 理事長（東）、神山欣也 副理事長（中央）、川上康孝 副理事長（南）、
横森英俊 副理事長（西）、小泉定之 専務理事（北）

　　　事務局：山平正純 事務局長

【議　題】
⑴��　当日開催の第529回理事会について
　�　理事会の資料を基に、議題内容の検討・

整合を図った。特に、５月に開催予定の
第62回通常総会の開催方法について検討
を行った。

⑵　第62回通常総会の議事について
　�　総会資料（案）を基に、令和６年度の

決算の確認と令和７年度の事業計画・予
算について検討を行った。

⑶　その他
　　今後のスケジュールの整合を行った。

　執行部役員は第529回理事会に先立ち、執行部会を開催し、
以下の議題について整合を図った。審議内容は以下の通り。
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� 会計監査� 会計監査

令和６年度　会計監査

日 時：令和７年４月７日（月）午後３時より

場 所：築地「電気工事会館」６階会議室

【出席】監 事 団　穂坂昌明 監事（中央）、鈴木良昇 監事（東）、
組 合 側　小島寿之 理事長（東）、小泉定之 専務理事（北）、西山 潔 業務委員長（南）
会計顧問　林 義孝 税理士（セントラルクリエイツ税理士法人）
事 務 局　山平正純 事務局長、田口亜季 職員

　令和６年度の東電材決算関係書類につい
ての監査が、監事各氏の出席のもと、会計
顧問の林義孝税理士にもご同席いただき、
標記の通り実施された。
　当日は小島理事長の冒頭挨拶の後、事務
局より提出資料の令和６年度期末の財産目
録・貸借対照表、並びに同年度の損益計
算書・剰余金処理案・
脱退者持分払戻計算書
について説明がなされ
た。
　当組合の監査の範囲
は定款第30条の規定に
より会計監査に限定さ
れており、監事団によ
り、現金・預金残高の
確認、各種帳票の閲覧、

照合並びに関係者への聴取・確認作業が行
われた。東電材では四半期毎に監査を行っ
ている事もあり、一連の監査業務が滞りな
く進み、顧問会計士の林先生の講評の後、
午後４時過ぎには監査報告書がまとめられ
た。併せて事業協同組合変更登記申請の証
明書の作成も行われた。

【組 合 員】令和６年度末　85社（昨年度末84社）
　（１）加入　１社　・西支部　　株式会社パブリック商会（令和６年９月）
　（２）脱退　０社　
【協賛会員】令和６年度末　80社（昨年度末81社）
　（１）加入　無し
　（２）脱退　１社　・�デンカ株式会社（令和７年３月末）

令和６年度　組合員・協賛会員の動静報告
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支部会だより支部会だより

西　支　部　会

定刻の午後５時過ぎに、小林副支部長（み
なと電材株式会社）の司会進行で、支部会
を開始した。冒頭に横森支部長（株式会社
電池屋）が、「皆様、こんばんは。つい先
日忘年会を開催したと思っていましたら、
３月になり今年度最後の支部会となりまし
た。本日はお忙しい中お集まりいただき、
有難うございます。今年度も４回の支部会
を開催させていただきました。４回の開催
でも、出席者が多くなってきていますので、
１回１回が充実しているのかなと思ってい
ます。本日の支部会では、本年度の活動を
振り返りながら、来年度の活動について皆

さんからご意見を頂戴したいと思っており
ます。また、アイホンさんによる勉強会も
行います。わずかな時間ではございますが、
有意義な支部会になりますよう、どうぞ宜
しくお願い致します。」と挨拶を述べた。

引続き、横森支部長から１月21日に行わ
れた理事会と新年賀詞交歓会の報告があ
り、賀詞交歓会は300名を超える出席があ
り盛況であったとの報告があった。また、
今年度の活動内容と概算収支について横森
支部長より説明があり、年４回の支部会の
うち１回は仕入れ先様をお呼びした暑気払
い、年末は宿泊での忘年会を、来年度も開

催する方向で決定し、お
およその日程を検討し
た。さらに、ミューテク
ノ株式会社様からの新規
加入申し込みについて
横森支部長から説明があ
り、支部の総意として了
承され、４月の理事会で
最終決定されることと
なった。

委員会報告に移り、業

日　時：令和７年３月12日（水）午後５時より

場　所：�立川市　「ホテルエミシア東京立川

　　　　（旧立川グランドホテル）」

西支部（支部長＝横森英俊氏、組合員15社・支部構成数26社）は、標記
の通り「ホテルエミシア東京立川」において、定例支部会を開催した。当
日は、アイホン株式会社様にもお越しいただき、商品勉強会も実施した。
組合員19名、アイホン様２名、山平事務局長が参加した。
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� 支部会だより� 支部会だより

増加が期待できるとのことであった。

支部会終了後、部屋を移動して懇親会を
開催した。アイホン株式会社２名にもご参
加いただいた。冒頭、横森支部長からの挨
拶の後、岩渕社長（株式会社日進）が、「ア
イホンさんにおかれましては出前研修会有
難うございました。このところ支部会の参
加人数が増えて、活気が出てきていること
は有難いことと思っています。この後は和
気藹々と楽しみましょう！」と述べて乾杯
の音頭を執った。料理とお酒を楽しみなが
ら賑やかに懇親を深め、楽しいひと時を過
ごした。

宴もたけなわの頃合いに小林会長（アサ
ヒ電機株式会社）が、電材西部会の各社が
益々の繁栄することを祈念して三本締めを
行い、支部会を終了した。

り、２月18日に本年度３回目の委員会と併
せて営業・技術研修会が行われ、研修会で
は「蛍光ランプの終了とLED化推進」をテー
マに、日本照明工業会：森川企画部長様と、
パナソニック㈱EW社：佐藤主任様の２名
から説明していただき、オンライン参加者
も含めて65名の参加があったとの報告が
あった。経営委員会については山上委員（テ
ルヤ電機株式会社）より、来週３月19日に
３回目の委員会が開催予定との報告があっ
た。広報委員会については事務局より、２
月21日に電材マンスリー広告協賛メーカー
様懇談会が開催され、メーカー様24社に和
気藹々とした中、ご参加いただいたとの報
告があった。

最後に川上支部会担当副理事長から、各
支部の開催状況について説明があり、定例
の支部会を終了した。

支部会終了後、アイホン株式会社多摩営
業所：角谷所長様、馬淵社員の２名から、
集合住宅向けインターホンシステムの
“PATMOα”と置き配サービスの“Pabbit”を
中心に約30分商品研修をしていただいた。
宅配の再配達が課題になる中、今後の需要

（アイホン株式会社出前研修会）

務委員会については小林委
員（アサヒ電機株式会社）
より、３月７日に委員会と
ボウリング大会が開催さ
れ、ボウリング大会につい
ては西支部からも32名、総
勢118名と大勢の皆様が参
加し、大いに盛り上がった
との報告があった。市場活
性委員会については藤高委
員（島津電業株式会社）よ
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支部会だより支部会だより

南　支　部　会

定刻の午後５時30分に司会の原田副支部
長（不二照明電材株式会社）より、出席者
と委任状により総会が成立している旨の説
明の後、支部総会が開始された。慣例に則
り鉢嶺支部長（株式会社中央電材）が議長
に選出され、以下の議案審議に入った。

まず、第１号議案【令和６年度事業報告】
（概況及び支部会開催状況等）については
鉢嶺支部長が、第２号議案【令和６年度収
支報告】については金子会計（斉田電機産
業株式会社）が説明した。第３号議案【令

和６年度年度会計監査報告】については
志田監事（株式会社昭電社）より問題無し
との説明があり、第１号から第３号までの
各議案とも異議なく承認された。

続いて第４号議案【令和７年度事業計画】
（基本方針及び支部会開催計画）と第５号
議案【令和７年度予算計画】と第６号議案

【会員動静、その他】の各々の議案につい
て鉢嶺支部長と金子会計より説明があっ
た。今年度の支部会開催は４回として宿泊
旅行を行う、諸物価高騰の折会費を5,000

日　時：令和７年４月15日（火）午後５時30分より

場　所：�世田谷区太子堂　キャロットタワー 26F

『オークラレストランスカイキャロット』

南支部（支部長＝鉢嶺清弘氏、組合員16社・支部構成数26社）は、標記
の通り、三軒茶屋の『オークラレストランスカイキャロット』において定
例の支部会と支部総会を開催した。当日は組合員19名が出席した。
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� 支部会だより� 支部会だより
より、３月７日に本年度３回目の委員会と
第28回ボウリング大会が東京ドームボウリ
ングセンターとリラッサで開催され、ボウ
リング大会では個人戦で鉢嶺支部長の奥
様：鉢嶺早美氏が優勝、団体戦でも南支部
が2011年以来７回目の優勝を飾ったとの報
告があり、大いに盛り上がった。市場活性
委員会については岡田委員（テルヤ電機株
式会社）より、前回の支部会以降の開催は
無いとの報告があった。経営委員会につい
ては萩原委員（愛光電気株式会社）より、
３月19日に３回目の委員会が開催されたと
の報告があった。広報委員会については
金子委員より、２月21日に委員会と広告協
賛メーカー様懇談会が開催されたとの報告
があった。最後に鉢嶺支部長より、支部会
費請求の説明があり、定例の支部会を終了
した。

　
総会並びに支部会

終了後、引続き同会
場に於いて懇親会を
実施した。冒頭、西
山業務委員長が乾杯
の音頭をとって宴の
スタートとなった。
お酒と料理を楽しみながら賑やかに歓談の
ひと時を過ごした。

宴もたけなわの頃合いに、皆川市場活性
委員長（株式会社ミ
ナカワ電材）が、南
支部の更なる発展と
参加した皆様のご健
勝を祈念して一本締
めを行い、懇親会を
終了した。

円／月とするという提案に対し、全員異議
なく承認され、支部総会を終了した。

引続き、原田副支部長の司会進行により
定例の支部会を開始、先ず鉢嶺支部長が、

「改めまして本日はお忙しい中、支部総会
に参加いただきまして有難うございます。
先程の支部総会は、皆様のご協力を得て滞
りなく終了することができまして感謝申し
上げます。日本経済は、少子高齢化が進展
する中、物価高が続き消費が低迷する等
様々な課題があります。また、トランプ関
税により不透明感が更に強まっています。
このような中、業界としては知名度をアッ
プし、人材を確保していくことが重要に
なって参ります。組合として一致団結して
取り組むとともに、支部会活動を通して有
用な情報を共有出来るよう努めていきたい
と思います。今年度も皆様のご支援・ご協
力をどうぞ宜しくお願い致します。」と挨
拶を述べた。

報告事項では川上副理事長（ハマノ電気
株式会社）より、４月10日に開催された理
事会について、来たる５月13日に明治記念
館で開催される第62回通常総会の件、組合
員・協賛会員動静の件、等が詳細に説明さ
れた。青年部会については金子広報委員（株
式会社カネデン）より、２月26日にネグロ
ス電工株式会社様のご協力を得て同社東京
中央営業所において、都工組・青年部会様
と合同にて、ショールーム見学とグループ
ディスカッションを実施し、ネグロス電工
様も多数参加いただいた懇親会を含め、た
いへん有意義な会になったとの報告があっ
た。各委員会報告として、業務委員会につ
いては西山業務委員長（西山商事株式会社）
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（公社）全関東電気工事協会　主催　講演会（公社）全関東電気工事協会　主催　講演会

日 時：令和７年１月24日（金）

場 所：港区 第一ホテル東京 ４階「プリマヴェーラ」

テーマ：「EV充電インフラを巡る現状と今後の動向について」

講 師：遠藤 寛明氏（株式会社 e-Mobility Power 充電設備部）

　2050年カーボンニュートラル実現に向けた「電化」「電動化」の動きは時代の潮流となっ
て積極的に推進されています。今後も加速度的に進捗していくものと思われ、インフラ
としての「電気」の重要性は一層増し、私たち電気工事業への社会の期待も大きくなっ
ております。この「電動化」の鍵を握るEV充電器の最新動向について把握し、身に付
けた知識を地域へ周知啓発することで、カーボンニュートラル実現に貢献する業界を形
成することを目的に、「関東地区電気エネルギーを考える委員会」主催の講演会が開催
され、同委員会の副委員長として小島理事長が参加致しました。以下、同協会ホームペー
ジに掲載されています概要を抜粋させていただきます。

◆概要
⑴EVの優位性・環境影響
　・�日本におけるCO2 排出量の内、自動車

は15.9％を占める。

⑵�CHAdeMO規格をはじめとした各種充
電規格

　・�充電規格（充電器口形状）については、
日本のCHAdeMO規格をはじめ、各国

様々な規格がある。
　・�日本国内においては、普通充電器は

「Type1（SAE J1772）」、急速充電器は
「AA（CHAdeMO）」が採用されている。
テスラ社製EVに向けては、テスラ社
の規格も設置されている。

⑶V2H/V2Gについて
　・�EVから家庭に給電するV2Hには、系

公益社団法人全関東電気工事協会・
「関東地区電気エネルギーを考える委員会」講演会　開催
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統連系型/非系統連系型の２種類があ
り、系統連系型の場合は、EVから家
庭への給電、電力会社からの送電、並
びにPVによる創電を含めた3系統の同
時利用が可能。

　・�EVから電力系統へ電力供給するV2G
は、多数のEVを遠隔制御することで、
電力系統の調整力として運用が可能。

　・�いずれも、EVを災害時の非常用電源、
蓄電池としての活用することが可能。

⑷�e-Mobility Powerと充電インフラの概
要

　・�「いつでも、どこでも、誰もがリーズ
ナブルに充電できるサービスの提供」
を掲げる“株式会社e-Mobility Power”
は、パブリック充電サービス領域を軸
に、他社が投資するプライベート領域
の充電器の設置・運用・保守から、家
庭の車庫へのEVコンセント設置まで
ワンストップで提供している。

　・�e-Mobility Powerの展開する公共充電
ネットワークにより、１枚のカードで
各地に点在する、様々な企業・自治体
の設置した充電器を利用可能。

⑸日本の充電インフラの現状と課題
　・�政府のグリーン成長戦略以降、充電イ

ンフラの整備は増加基調にあるが、「初
期に導入され、インフラ構築の礎となっ
た充電器の老朽化」、「大都市に近い高
速道路にて、土日祝に充電渋滞状態が
発生」、「山間部や、スペースのない都
心部等における急速充電器の空白地域
残存」等様々な課題も抱えている。

⑹�課題解決～充電器の口数増加と出力向上
への取組み～

　・�老朽化、充電渋滞の解消のため、充電
器の複数口化・高出力化を推進。

　・�2024年度には、複数車両を同時充電で
きる高出力充電器を中心に高速道路
SA・PAの119か所に約350口の新設・
更新が計画されており、現在も推進中。

　・�駐車場の少ない都心部で公道充電ス
テーションを運営し、空白地帯解消を
狙う。

⑺��課題解決～機器開発と品質向上に向けた
取組み～

　・�より高速の充電、操作しやすい次世代
機の開発・設置。数を増やす取組みと
並行して、不具合時の復旧を迅速なも
のとする諸施策による充電インフラ品
質を向上。

　・�市場投入前の車両を持ち込み、事前に
様々な充電器互換性の確認が可能なセ
ンターを開設することで、車両と充電
器のマッチング不具合の予防。

　EV充電インフラの普及・拡充は、業界
を挙げて取り組んでいく必要があると痛感
した、内容のある講演会でした。
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また、このお寺は「花のお寺」と呼ばれ
ており、一番奥の本堂の裏手にはつつじが
山の斜面に無数にあり、ちょうど４月中旬
から５月中旬にかけて「つつじまつり」が
あり、色とりどりのつつじを目にすること
が出来る場所で、ゴールデンウイークには
参拝者でとてもにぎわいます。

梅雨時期から夏にかけては、あじさいも
見ごろとなります。一番奥には「石造りの
観音様」があり、とても立派で圧巻です。

また、山の木々は紅葉時期など四季を通
じて様々な色合いを楽しめます。

私も子供の頃より、初詣や厄除け祈願・
車の交通安全祈願などよくお参りをした場

組合員の
      つぶやき
第８回

「近所の神社と
趣味の園芸」

西支部
立川電機株式会社
北澤 克幸 記

♣　♠　♣

組合員の皆さん こんにちは！
今回のつぶやきは、西支部所属の立川電

機株式会社の北澤が担当します。

弊社は西多摩地区の昭島市と青梅市に営
業所が有ります。

東京でもとても自然豊かで緑の多い（田
舎っぽい）場所になります。特に青梅市は、
山に囲まれている三角州の盆地帯になりま
す。夏は都内に比べると比較的涼しいです
が、山からのフェーン現象で盆地特有の温
度上昇で最高気温「４０．８℃」と全国９番目
の記録が有るほど暑くなる場所でもありま
す。

そんな青梅で近所に「塩船観音寺」と言
うお寺があり、子供の頃からよくお参りに
行っていましたので今回はそこを紹介しま
す。

このお寺は山の地形を生かした構造と
なっており、参道が山の間を長く歩くので、
樹齢数百年の大木の杉が沢山あり、そこを
歩くだけで神秘的な空間がとても印象的で
す。
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所でもあります。
ただし、御祈祷で参拝する場合は良いで

すが、ふらっと散歩で花を見に行くと拝観
料（入山料）が掛かりますので、ご注意く
ださいね。

つぎに私の個人的な趣味についてつぶや
いてみます。

最近ではこれといった趣味もなく、ス
ポーツなどで体を動かす機会もめっきり
減ってしまい、休日の趣味を探さねばと悩
んでいたのですが、そんな時にYouTubeで
目に留まったのが“バラの栽培”の動画でし
た。

現在は一戸建ての庭が少し空いていて
ちょっと寂しいな～っと思っていた時にそ
の動画を見て、この庭に「色鮮やかな薔薇
を満開に咲かせたい」と思ってしまいまし
た。ただ、過去に「バラは育てるのが難しい」
と 聞 い た 事 が あ り、

♣　♠　♣

色々勉強していくとバラ栽培はとても奥
が深く、また種別や品種が多く作業も様々
で、年間を通じて楽しめる趣味となりまし
た。一見ガーデニングと聞くと主婦の女性
がやるものだと思いがちですが、有名なバ
ラガーデンを観に行くと、バラの愛好家に
は多くの男性がいることが分かりました。
そこで育種家の年配男性に色々アドバイス
などを教えてもらい、今では飲み友達も数
人増えました。（笑）

この歳になっても趣味の新しい友達が出
来るのっていいですよね！

いろいろ準備し手を掛けて世話をして、
開花時期に大輪の満開の花を楽しむという
成果を達成できるのは、どこか仕事にも通
ずるものがあります。

♣　♠　♣

今では鉢植え３株と地植え２株
を年間通じて四季咲きの花を楽し
んでおり、これからも種類を増や
していき、バラのアーチを庭に作
る予定です。

今までは手を出しま
せんでしたが、そこ
から一念発起してバ
ラの事を本や動画で

色々勉強して
みました。す
ると確かに病
気や害虫対策
など手はかか
りますが、基
本通りやれば
決して難しい
と敬遠するも
のではない事
を 知 り ま し
た。
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今月のテーマ　『住生活基本計画』の見直しの論点について

　国土交通省は「住生活基本計画」の見直
しの議論を昨年から進めています。｢住生
活基本計画｣ はおよそ５年ごとに見直しが
されており、次の計画は、現在の住生活の
姿（住まうヒト、住まうモノ、住まいを支
えるプレイヤー）と、2050年に想定される
世帯構成等を踏まえた、2050年の住生活の
望ましい姿と、今から取り組むべきことが
示される予定です。
　以下では、今後の見直しにあたっての論
点を要約しました。

１．住まうヒト（居住者）
　○�2050年までの世帯構成の変化を見据え

て、世帯属性や状況に応じたニーズを
満たす住まいの実現を円滑化する市場
環境をどのように整備するか（持家/
賃貸、新築/既存）。

　○�2050年までに約１．５倍に増加する高齢
単身世帯をはじめとする高齢世帯の住
生活を豊かにするためにどのような住
宅や住環境が求められるか。

　○�結婚を望む若者の割合が減少を続ける
中、若年者をはじめとする単身世帯の
住生活を豊かにするためにどのような
住宅や住環境が求められるか。

　○�子どもを産み、育てやすい住まいの実
現のためにどのような住宅や住環境が
求められるか。2050年に向けて子育て
世帯の総数は減少が見込まれる一方、
近年、住まいの立地条件に制約のある
正社員共働き子育て世帯が急増してい
るが、どのような政策的対応が必要か。

　○�2050年には外国人が人口の１割を占め
る可能性もあることを踏まえて、住宅
や住環境をどのように考えるか。

　○�テレワークの普及等によって働く場所
に制約されない居住が可能となるなど
様々な選択肢が広がる中、2050年まで
に住宅や住環境に求められるものはど
うなっていくか。多拠点居住は、関係
人口増をはじめ住生活を豊かにする役
割を担うのではないか。

　○�2050年に向けて様々な事情により住宅
確保に配慮を要する者が増加すると見
込まれる中、住宅セーフティネットを
担う公的賃貸住宅や主体のあり方をど
う考えるか。

　○�当面、公営住宅、セーフティネット登
録住宅、居住サポート住宅等がある中
で、住宅セーフティネット全体をどの
ように捉え、どのように充実させてい
くか。

　○�デフレ脱却の実現に向かう中、建築費
の上昇等の物価上昇に賃金の伸びが追
いついておらず、また、金利のある世
界での住宅ローンへの影響が見通せな
いなど、所有・賃借ともに足元で厳し
さを増す住宅取得環境にどのように対
応するか。

２．住まうモノ（住宅）
【性能向上】
　○�2050年に向けた官民それぞれ、持家・

貸家それぞれを含めた住宅ストック全
体の性能向上のため、不良ストックの
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除却、既存ストックの改修、新規ストッ
クの追加のそれぞれが、どのような役
割を果たすべきと考えるか。

　○�特に、住宅ストック全体の性能向上の
観点から、旧耐震等のそのままでは活
用されにくい民間住宅の除却・更新を
促進していくためどのような方策が考
えられるか。

　○�カーボンニュートラル社会の実現を目
指して、国、地方公共団体、関連事業
者はどのような役割を担うことが求め
られるか。

【安　全】
　○�災害の激甚化・頻発化や南海トラフ地

震の脅威の高まり等を踏まえると、国、
地方公共団体、関連事業者あるいは居
住者はどのような役割を担うことが求
められるか。

　○�安全な住宅地の形成に向けて、危険な
密集市街地や狭あい道路の解消をどの
ように進めるべきか。

【活　用】
　○�2050年に向けた住宅ストック形成のた

め、主に民間住宅について耐震性、省
エネ性などの性能のみならず広さ・立
地などを含め活用可能な住宅ストック
をどうとらえていくのがよいか。新築
住宅と活用する既存住宅それぞれにお
いてどのように考えるか。また、居住
者が替わっても質を維持していくため
にどのようなことが必要か。

【流　通】
　○�所有者（売主）が安心して所有住宅に

投資し買主が安心して既存住宅を購入
できるような市場環境はどのようなも
のか。現行の既存住宅流通に関する制

度により十分に対応しきれていない点
は何か。

　○�既存住宅に関する投資や流通の実態や
経済的効果等に関するデータをできる
だけ正確に把握する手法について、ど
のように考えるか。

３．住まいを支えるプレイヤー
　○�既存住宅を中心とするストック社会を

支える技術者・技能者のあり方や育成
をどのように考えるか。

　○�技術者・技能者が減少していく中、災
害時の担い手の確保も考慮し、既存住
宅の維持管理等の主体をどう確保して
いくか。地域で活躍する事業者・NPO
法人や居住者自身にどのような役割を
期待するか。

　○�生産性向上のため、住宅に係る営業・
設計・施工・検査あるいは点検・管理
を含むあらゆる場面において、デジタ
ル技術をどのように活用していくか。

　○�建築・都市のDXが進められる中で、
住宅・建築に関するデジタルデータを
住生活の向上のためにどのように活か
すことが求められるか。

　○�我が国の住生活関連事業者の海外展開
について、2050年の住生活の向上に資
する観点から、どのように支援してい
くか。

　○�2050年に向けた居住者の変化や市場環
境の変化を踏まえると、地方公共団体
はどのような役割を担うことが求めら
れるか。

　これまでの住生活基本計画と比べて、現
時点の新しい計画に向けた“論点”から見
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　今回も国税庁の財産評価の質疑応答事例
をＱ＆Ａ形式したものを取り上げてみたい
と思います。先ずはその他の財産の評価か
らとなります。

個人向け国債の評価
Ｑ�１．個人向け国債はどのように評価する

のでしょうか。
Ａ�１．個人向け国債は、課税時期において

中途換金した場合に取扱機関から支払い

財産の評価について　3

満たしていないものが多数存在しており、
そうした住宅の性能向上に向けたリフォー
ム・増改築・建替え等が次の住生活基本計
画ひいては住宅市場の主要な分野となると
いうことです。

株式会社綜合マーケティング・ビューロー
小杉　雄史

税務・会計レポート税務・会計レポート

えてくる違いは、
◆�2050年までの長期的な見通しを踏まえた

計画を目指していること
◆�住宅ストック政策を重視するのはもちろ

ん、ストックを住宅市場の中心として考
えていること

と言えます。ただし、上の図でも分かるよ
うに、住宅ストックには、耐震性や省エネ
性能という基本的な性能面で現在の基準を

［国交省『住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点等』より］
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を受けることができる価額により評価し
ます。具体的には、次に掲げる算式によ
り計算した金額によって評価します。
　（算式）　�額面金額 ＋ 経過利子相当額 

－ 中途換金調整額
　�（理由）　個人向け国債は、原則として、

個人のみが保有できる国債で、発行から
一定の期間（原則１年）が経過すると、
いつでも中途換金できることが法令によ
り担保されており、かつ、そのときの中
途換金の額がいくらになるかが把握でき
るという状態にあります。このように、
常に中途換金が可能であるという特徴を
有する個人向け国債については、金融商
品取引所に上場されている利付公社債等
について、金融商品取引所で成立する取
引価格等が把握できる状態と実質的に異
なるものではないと考えられることか
ら、中途換金の額により評価します。

　�　なお、中途換金ができない発行後一定
の期間内での中途換金は、相続等の場合
に限って認められていますが、原則とし
て、発行後１年未満の個人向け国債を贈
与により取得した場合であっても、中途
換金の額により評価しても差し支えあり
ません。

外国の証券取引所に上場されている株式の
評価
Ｑ�２．外国の証券取引所に上場されている

株式はどのように評価するのでしょう
か。
Ａ�２．財産評価基本通達に定める「上場株

式」の評価方法に準じて評価します。
　�（理由）　外国の証券取引所に上場されて

いる株式は、国内における上場株式と同

様に課税時期における客観的な交換価値
が明らかとなっていますから、財産評価
基本通達に定める「上場株式」の評価方
法に準じて評価します。
　�（注）　原則として、課税時期における最

終価格によります。ただし、その最終価
格が課税時期の属する月以前３か月の最
終価格の月平均額のうち最も低い価額を
超える場合には、その最も低い価額によ
ることができます。

　�　なお、邦貨換算については、原則とし
て、納税義務者の取引金融機関が公表す
る課税時期における最終の為替相場（邦
貨換算を行う場合の外国為替の売買相場
のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場
又はこれに準ずる相場）によります。

不動産所有権付リゾート会員権の評価
Ｑ�３．不動産売買契約（土地及び建物並び

に附属施設の共用部分）と施設相互利用
契約とが一体として取引される不動産付
施設利用権（リゾート会員権）（仲介業
者等による取引相場があるもの）はどの
ように評価するのでしょうか。
　（参考）
　 • �本件リゾート会員権は、不動産売買契

約（土地及び建物並びに附属施設の共
有部分）と施設相互利用契約をその内
容としています。

　 • �不動産所有権と施設利用権を分離して
譲渡することはできません。

　 • �課税時期において契約解除する場合に
は清算金（不動産代金の２分の１＋償
却後の償却保証金）の返還があります。

Ａ�３．取引相場がある本件リゾート会員権
については、「取引相場のあるゴルフ会
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員権の評価方法」に準じて、課税時期に
おける通常の取引価格の70パーセント相
当額により評価します。

　�（理由）　リゾート会員権の取引は、ゴル
フ会員権の取引と同様、上場株式のよう
に公開された市場で行われるわけではな
く、

　 • �会員権取引業者が仲介して行われる場
合や所有者と取得者が直接取引する場
合もあり、取引の態様は一様ではない
こと

　 • �取引業者の仲介の場合の価格形成も業
者ごとによりバラツキが生じるのが通
常であること

　�から、その取引価額を基礎として評価す
るにしても、評価上の安全性を考慮して
評価する必要があります。

　�　ゴルフ会員権の場合、通常の取引価格
の70パーセント相当額により評価するこ
ととしているのは、上記及びの事情を踏
まえて評価上の安全性を考慮したもので
あり、本件リゾート会員権の取引も同様
の事情にあると認められるため、課税時
期における通常の取引価格の70パーセン
ト相当額により評価します。

　�　なお、取引相場がある場合においても、
契約者の死亡により直ちに契約を解除す
ることは可能であることから、「契約解
除する場合の清算金」に基づき評価する
方法も考えられますが、会員権に取引価
格がある場合には、清算金の価額も結果
的に、取引価格に反映されるものと考え
られることから、特段の事由がない限り

「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方
法」に準じて通常の取引価格の70パーセ
ント相当額により評価します。

国外財産の評価
取引金融機関の為替相場⑴ 
Ｑ�４．財産評価基本通達の定めでは邦貨換

算について「納税義務者の取引金融機関
が公表する課税時期における最終の為替
相場（邦貨換算を行う場合の外国為替の
売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電
信買相場又はこれに準ずる相場をいう。
……後略）による。」こととされていま
すが、この場合の取引金融機関とは証券
会社などを含むのでしょうか。
Ａ�４．財産評価基本通達の邦貨換算の定め

における取引金融機関は、証券会社やゆ
うちょ銀行などを含みます。

　�（理由）　顧客から外貨を買うときの邦貨
建ての為替相場を公表している金融機関
には銀行、信用金庫等、証券会社、ゆう
ちょ銀行及び農業協同組合があることか
ら、財産評価基本通達の邦貨換算の定め
における取引金融機関は、証券会社やゆ
うちょ銀行などを含むこととしていま
す。

　�　なお、対顧客直物電信買相場という名
称は、従来、外国為替公認銀行が使って
いたもので、証券会社等では使われてい
ないことから、採用する相場について、
通達上、「対顧客直物電信買相場又はこ
れに準ずる相場」と定めています。

取引金融機関の為替相場⑵
Ｑ�５．被相続人がハワイに所有していた不

動産（時価500万ドル）を相続人５人（甲、
乙、丙、丁、戊）の共有とすることとし
ました。対顧客直物電信買相場（又はこ
れに準ずる相場）は、金融機関によって
異なっていますが、相続税の申告をする
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場合には、どれを適用するのでしょうか。
Ａ�５．各相続人の取引金融機関の公表する

対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる
相場により、邦貨換算します。

　�（理由）　外国為替業務を行う金融機関が
それぞれ独自に為替相場を決めることが
できるので、金融機関により異なる対顧
客直物電信買相場（又はこれに準ずる相
場）が公表される場合もあります。

　�　相続税法の施行地外にある財産の邦貨
換算については、外貨預金と異なり金融
機関を特定することができないため、相
続人が既に取引している金融機関におい
て為替相場を確認することが最も一般的
で、簡便であることから、相続人の取引
している金融機関の公表する対顧客直物
電信買相場により邦貨換算することとし
ています。

　�　なお、この場合の取引金融機関には、
被相続人が取引していた金融機関の預金
等を相続した場合のその金融機関を含
み、取引金融機関が複数ある場合には相
続人の選択した取引金融機関の対顧客直
物電信買相場によります。

　�　したがって、質問のように、同一不動
産を複数の者の共有として相続した場合
に、各相続人が異なる金融機関を選択し、
その金融機関の公表する対顧客直物電信
買相場が異なっている場合には、各相続
人の共有持分に相当する外貨建ての価額
の邦貨換算額が異なる場合もあり得ま
す。

外貨（現金）の評価
Ｑ�６．被相続人が所有していた５,300米ド

ルを相続しました。課税時期の取引金融

機関の対顧客直物電信買相場（TTB）は
115円でした。５,300米ドルをこのTTBで
換算すると、609,500円となりますが、
外 国 通 貨 買 相 場（Cash　Buying） は、
113円なので、これにより換算すると、
598,900円となります。

　�　相続した財産が海外不動産などではな
く、外貨ですから、外貨を円に交換する
ときの相場である外国通貨買相場を適用
して邦貨換算してよろしいですか。
Ａ�６．現金の外貨についても、納税義務者

の取引金融機関が公表する対顧客直物電
信買相場又はこれに準ずる相場により評
価します。

　�（理由）　金融機関の公表する為替レート
には、対顧客直物電信売相場（TTS）、
対顧客直物電信買相場（TTB）、外国通
貨売相場（Cash Selling）、外国通貨買相
場（Cash Buying）、一覧払い買相場（At 
Sight Buying）等がありますが、外貨建
てによる財産の邦貨換算は、財産評価基
本通達においては、対顧客直物電信買相
場又はこれに準ずる相場によるとしてい
ます。

　�　対顧客直物電信買相場は、外貨預金の
支払いやトラベラーズ・チェックの買取
りや電信送金された外貨を円に交換する
場合に適用される為替相場です。通常、
金融機関が外貨の現金を円に交換する場
合には、対顧客直物電信買相場から金融
機関が現金を保有するコスト等を差し引
いたところの外国通貨買相場が適用され
ることになりますが、財産評価に当たっ
ては、統一的に金融機関が外貨を買って
円で支払う場合の対顧客直物電信買相場
により換算することになります。
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国外財産の評価－土地の場合
Ｑ�７．国外に所在する土地は、どのように

評価するのでしょうか。
Ａ�７．土地については、原則として、売買

実例価額、地価の公示制度に基づく価格
及び鑑定評価額等を参酌して評価しま
す。
　（注）
　１�　課税上弊害がない限り、取得価額又

は譲渡価額に、時点修正するための合
理的な価額変動率を乗じて評価するこ
とができます。この場合の合理的な価
額変動率は、公表されている諸外国に
おける不動産に関する統計指標等を参
考に求めることができます。

　２�　例えば、韓国では「不動産価格公示
及び鑑定評価に関する法律」が定めら
れ、標準地公示価格が公示されていま
す。

国外財産の評価－取引相場のない株式の場
合⑴
Ｑ�８．取引相場のない外国法人の株式を評

価する場合、類似業種比準方式に準じて
評価することはできるのでしょうか。
Ａ�８．類似業種株価等の計算の基となる標

本会社が、我が国の金融商品取引所に株
式を上場している内国法人を対象として
おり、外国法人とは一般的に類似性を有
しているとは認められないことから、原
則として、類似業種比準方式に準じて評
価することはできません。
　�（注）　外国法人とは、内国法人（国内に

本店又は主たる事務所を有する法人をい
う。）以外の法人、すなわち国内に本店
又は主たる事務所を有しない法人をいい

ます。
　�（参考）　純資産価額方式に準じて評価す

ることは可能ですが、その場合に控除す
べき「評価差額に対する法人税額等に相
当する金額」は、その国において、我が
国の法人税、事業税、道府県民税及び市
町村民税に相当する税が課されている場
合には、評価差額に、それらの税率の合
計に相当する割合を乗じて計算すること
ができます。

国外財産の評価－取引相場のない株式の場
合⑵
Ｑ�９．取引相場のない外国法人の株式を、

純資産価額方式に準じて評価する場合、
どのように邦貨換算するのでしょうか。
Ａ�９．原則として「１株当たりの純資産価

額」を計算した後、「対顧客直物電信買
相場」により邦貨換算します。

　�　ただし、資産・負債が２カ国以上に所
在しているなどの場合には、資産・負債
ごとに、資産については「対顧客直物電
信買相場」により、負債については、「対
顧客直物電信売相場」によりそれぞれ邦
貨換算した上で「１株当たり純資産価額」
を計算することもできます。

セントラルクリエイツ税理士法人
（経営革新等認定支援機関）

林　　義　孝
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⃝�疲労感：体が重く感じ、何をするに
もエネルギーが湧かない状態。
⃝�睡眠障害：寝付きが悪い、眠りが浅
い、または過剰な眠気が続く。
⃝�食欲不振：食べることへの興味が失
せ、体重が減少する。
⃝�集中力の低下：仕事や学業に対する
集中力が欠け、効率が悪くなる。
⃝�イライラ感：些細なことに対して過
剰に反応し、感情のコントロールが
難しくなる。
⃝�憂鬱感：常に気分が沈み、楽しみを
感じにくい。

一旦こうなってしまう
と回復には相当な時間を
必要としてしまいますの
で、何とか回避したいと
ころですよね。五月病を
回避する確実な手段、と
いうのは残念ながらない
のですが、それでもそれ
なりに出来ることはあり
ます。すでに連休は空け
てしまっていますので、
これからでも出来ること
を中心にお伝えします。

第 49 回

新年度が始まり、新しい環境になっ
てようやく少し慣れたかと思った頃に
大型連休。そして今度は７月の海の日
まで祝日無しの日々。毎年この連休明
けは、体調不良やメンタルトラブルを
訴える人が増えます。五月病、と言う
ヤツですね。
正直、このカレンダーは何とかなら

ないもんだろうか、とも思いますが、
かと言って連休がなくなってしまうの
も切ないですよね。
五月病の特徴、というのは、以下の

ようなものです。

五 月 病五 月 病
五月病の特徴と予防策

五月病の特徴五月病の特徴五月病の特徴疲
労
感

イ
ラ
イ
ラ
感

睡
眠
障
害

食欲不振

集中力 の
低下
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ラックスとか好きな動画を見る、など
が思い浮かびがちですが、体を動かす、
というのは、実はとても大事なことに
なります。歩く・ジョギング・ストレッ
チなどでちゃんと体を動かすことは、
こころのストレスの解消・切り替えに
かなり役立ちます。
友人や家族とのコミュニケーション
は、孤独感の軽減に役立ちます。新し
い友人だけでなく、昔からのお友達と
の交流も、SNSなどをうまく利用しま
しょう。違う環境の人との会話は、気
分の切り替えや新たな刺激を得る場と
してとても有効です。
五月病は誰にでも起こり得る現象で
すが、予防策を講じることでその影響
を最小限に抑えることが可能です。新
年度のストレスを乗り越え、健康な毎
日を送るために、これらの工夫を取り
入れてみてください。

まず、規則正しい生活リズムを維持
することが重要です。特に、連休中に
どうしてもリズムを一旦崩してしまい
がちなのですが、出来れば連休中もな
るべく規則正しく過ごしていただく
と、連休明けの辛さが違ってくること
が多いです。そして、連休明け、溜まっ
てしまったお仕事のためについつい目
一杯仕事をしてギリギリのスケジュー
ルになってしまいがちですが、日々の
回復に必須の睡眠の質を向上させるた
めには、寝る前にリラックスした時間
を過ごすことが効果的です。無理にき
ついスケジュールを組むことなく、
ちゃんと休息もスケジュールに組み込
みましょう。寝る前ギリギリまでスマ
ホやタブレットを見ている、というの
は、普段から控えるようにした方が良
いですね。
次に、ストレスを適切に管理する技

術を身につけることも大切です。ここ
ろのストレス、と言う事になると、リ

★ 五月病の予防策 ★

規則正しい

生活リズム

運動で
ストレスを
適切に管理

友人や
家族との
コミュニ
ケーション

築地ふたばクリニック院長　鎌田　徹
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オーデリック株式会社…………………………31 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
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ISO14001 認証取得　E02-313 羽村工場ISO9001 認証取得　JET-0128 ISO14001 認証取得　E99-114 山形工場https://www.odelic.co.jp

本社 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1111 　 FAX（03）3332-1103
東京ショールーム 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1102 　 FAX（03）3332-2949  

「でんき点けて」

声であかりをタッチレスコントロール

音声リモコン
すべて※のあかりを
声でコントロール。

音声リモコン

RC 924
¥8,900（税抜き)

あかりを
声で自在にコントロールする。
オーデリックの
すべての製品と組み合わせて
お使いいただけます。
※屋外用を除く。（音声リモコンは屋外では使用できません。）
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カメラ・LEDライト搭載

現場でも安心！USBType-C給電対応

現場にいなくても測定記録が可能な
データロガー機能搭載！

リチウムイオンバッテリー内蔵で、
4.5時間以上※駆動！※給電なしの場合

画面は
縦横切換可能！

レベルチェッカーレベルチェッカー LC80WS

4.3インチ
カラー液晶

タッチパネル
対応

DXアンテナ
がご提案す

る

イチオシ製
品！

復調LSI搭載で、新4K8K衛星放送の
受信レベル・信号品質 を正確に測定!

セキュリティカメラセキュリティカメラ

カメラのことならDXアンテナに！
豊富なラインアップから最適なカメラが見つかる

商品の
性能・特長を
動画でご紹介

詳しくは特設サイトを
ご覧ください！
詳しくは特設サイトを
ご覧ください！

さらに！
クラウド録画サービスを
開始！

首都圏第2支店 TEL(03)6631-1443(代)
〒102-0073 東京都千代田区九段北４丁目1番28号 九段ファーストプレイス3F 

■受付時間 9：30～17：00（夏期・年末年始休暇は除く）
 ： 合場いなれなに用利ごが号番記上で話電PIの部一■

　050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください！0570-033-083
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〒141-0032 東京都品川区大崎 1 丁目 11−1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 7 階

ビル用マルチ空調システム

スーパーマルチｕ更新用
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